
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内に設けられた照明器と、

照明装置。
【請求項２】
　

照明装置。
【請求項３】
　

記載の照明装置。
【請求項４】
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室内の明るさを検出する照度センサと、この照度センサの
出力電圧が予め設定された基準出力電圧に近づくように、前記照度センサの出力電圧の増
幅率を調整する増幅器制御部と、前記増幅率の調整時に所定の電力で前記照明器を点灯す
るとともに、調整後の照度センサの出力電圧に基づき前記照明器の電力を制御する調光信
号出力部とを備えた

室内に設けられた照明器と、室内の明るさを検出する照度センサと、この照度センサの
検出結果を増幅する増幅器と、この増幅器から出力される出力信号に基づいて照明器の電
力を制御する調光信号出力部と、前記増幅器の増幅率を調整する増幅器制御部と、調整モ
ード信号を出力する動作モード制御部とを具備し、前記動作モード制御部から出力される
調整モード信号に応じて、前記調光信号出力部は前記照明器の電力が所定の電力となるよ
うに制御し、前記増幅器制御部は前記増幅器の出力が予め設定された基準出力電圧に近づ
くように増幅率を調整することを特徴とする

前記照度センサを複数備え、前記動作モード制御部から出力される調整モード信号に応
じて前記複数の照度センサのそれぞれに対応する増幅器の増幅率を調整することを特徴と
する請求項２



　
記載の照明装置。
【請求項５】
　

記載の照明装置。
【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、室内面の反射率に応じて室内の明るさをコントロ ルする照明装置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
　図１は、照明装置を示した図である。図１の照明装置は、照明に使用される電力を節約
する目的で設置されるものであり、照度センサ１、照明器具２、コントローラ３から構成
される。
【０００３】
　次に、照明装置の動作について説明する。一般的に、照明器具２は室内を明るくするた
めのものであり、明るさを変化させる機能つまり、調光機能を持っている。また、この照
度センサ１は、照明器具２の光や太陽光８によって変化する室内の照度を検出するもので
あり、天井に設置される。なお、一般的な室内の照度は、床や机上面に設置された照度計
１２によって測定されるが、この天井に設置された照度センサ１が検出する照度とは、照
明器具からの光１１や太陽光８が、机４や床５で反射された反射光９、１０の照度であり
、この反射光９、１０の照度結果からコントローラ３が机上面照度を算出する。なお、照
度センサ１は検出した照度を直流電圧に変換し、その直流電圧を照度センサ信号としてセ
ンサ信号線６を介してコントローラ３に送る。
【０００４】
　次に、コントローラ３は、照度センサ１からセンサ信号線６を介して送られてきた照度
センサ信号をもとに目標照度に必要電力の演算を行い、その演算結果に応じて照明器具２
の電力（照明出力）を制御する。
【０００５】
　また、図７は従来のコントローラと照度センサの接続関係を示した図である。この図に
示されるように、コントローラ３と照度センサ１間は、センサ電源線２０、センサ信号線
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前記増幅器制御部が前記照度センサに設けられたことを特徴とする請求項１または３に

前記増幅器の出力と予め設定された基準値とを前記動作モード制御部で比較し、異なる
ときには調整モード信号を前記増幅器制御部へ出力し、前記増幅器制御部は前記増幅器の
出力が予め設定された基準値に近づくように前記増幅器の増幅率を調整することを特徴と
する請求項２～４の何れかに

前記調整モード信号が、前記照度センサの駆動電圧であることを特徴とする請求項２～
５の何れかに記載の照明装置。

電源投入したときに、前記照度センサの出力電圧の増幅率を調整することを特徴とする
請求項１～６の何れかに記載の照明装置。

前記調整モード信号に基づいて調整表示をする表示部を具備したことを特徴とする請求
項２～７の何れかに記載の照明装置。

照明器により室内を所定の明るさにするステップと、照度センサが前記所定の明るさに
応じた電圧信号を出力するステップと、増幅器制御部が前記所定の明るさに応じた前記照
度センサの出力電圧と基準出力電圧との比較結果に基づき前記照度センサの出力電圧の増
幅率を調整するステップと、調光信号出力部が前記増幅器制御部による調整後の照度セン
サの出力電圧に基づき前記照明器の電力を制御するステップとを有する照明装置の制御方
法。

ー



６、ＧＮＤ線２１の３線で接続されている。なお、センサ電源線２０は照度センサ１を動
作させるのに必要な電圧（ＤＣ８または１２Ｖ）をコントローラ３から照度センサ１に対
して送電するための線である。また、センサ信号線６は、照度センサ１が検出した照度を
電圧信号（ ０～５Ｖ）として照度センサ１からコントローラ３に伝送するための線で
ある。また、ＧＮＤ線２１は、照度センサ電源の電圧（ ８または１２Ｖ）と照度セン
サ信号（ ０～５Ｖ）の基準となる０Ｖ基準を定める線である。
【０００６】
　なお、この図７に示されるように、コントローラ３には照度設定ボリューム２７が存在
し、この照度設定ボリューム２７は、図１に示された照明装置において、その部屋の使用
者が必要とする室内の照度を設定する目的で設けられている。
【０００７】
　また、図８は図７のコントロ ラの運転機能部を 図化したものである。なお、
この図の照度設定ボリューム２７を回すと、室内の照度を変化させることができる。これ
は、以下に示す動作による。まず、照度設定ボリューム２７を回すと、コントローラ内部
の運転機能部７５のＡ／Ｄ変換器３３に供給される直流電圧が変化する。次に、（

） 変換器３３では照度設定ボリューム２７が設定した直流電圧（
）を２５６段階のデジタル値に変換し、この変換したデジタル値を演算部３４に送る。

【０００８】
　一方、照度センサ１からは、照度センサ信号３１（ＤＣ０～５Ｖ）が運転機能部７５の
Ａ／Ｄ変換器３２に入力されるので、この入力された照度センサ信号（ ）を

変換器３２が２５６段階のデジタル値に変換し、この変換したデジタル値を演算部
３４に送る。
【０００９】
　次に、演算部３４は、 変換器３２によってデジタル値に変換された照度センサ信
号と、 変換器３３によってデジタル値に変換された照度設定ボリューム２７の電圧
値とを比較し、その比較結果を調光信号出力部３６に送る。次に、その比較結果に応じた
調光信号（ＰＷＭ信号等）により、調光信号出力部３６が照明器具２の電力を制御する。
【００１０】
　なお、このＰＷＭ信号は図１１に示されるように、一定の周期（１ｍｓ等）を保ちなが
らそのパルス幅を変化させる信号であり、照明器具２の調光をするためのものである。即
ち、この図のパルス波形１１１のように、パルス幅を狭くすると、照明器具２の消費電力
が大きくなり、明るく点灯し、反対にパルス波形１１２のように、パルス幅を広くすると
、照明器具２の消費電力が小さくなり、暗く点灯する。このようなＰＷＭ信号を用いて照
明器具の消費電力を制御することをＰＷＭ制御という。
【００１１】
　なお、図５は、前述した照明装置の通常制御動作（反射面の反射率を調整した後の動作
）を具体的に示したフローチャートであり、この図を用いて詳細に説明する。まず、照度
センサ１がコントローラ３に対して室内の照度に応じた照度センサ信号Ｍを出力する。（
ステップＴ１，Ｔ２）
次に、コントローラ３が照度センサ１から送られてきた照度センサ信号Ｍを読み込む。（
ステップＴ３）
また、コントローラ３は、照度設定ボリューム２７が設定した電圧値Ｖを読み込む。（ス
テップＴ４）
【００１２】
　次に、コントローラ内の演算部３４が、ステップＴ３，Ｔ４で読み込んだ照度センサ信
号電圧値Ｍと照度設定ボリューム電圧値Ｖを比較し、この比較結果を調光信号出力部に送
る。次に、調光信号出力部は、この比較結果に基づいて、照度センサ信号Ｍと照度設定ボ
リューム電圧値Ｖが等しければ、照明器具２に対して、現在の電力、点灯率（照明器具２
の最大出力点灯電力を１００としたときにいくつになるかの割合を示す値）を継続するよ
うに、調光信号を出力し、照明器具２の電力を制御する。（ステップＴ５，Ｔ６）
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【００１３】
　なお、等しくない場合で、照度センサ信号が大きければ、（つまり、現在の室内照度が
照度設定ボリュームで設定した目標照度より明るければ）コントローラ３の調光信号出力
部３６は、点灯率を所定値だけ下げるように照明器具２に対して調光信号を送り、照明器
具２の電力を制御する。（ステップＴ７、Ｔ８）
また、反対に照度センサ信号が小さければ（つまり、現在の室内照度が照度設定ボリュー
ム２７で設定した目標の照度より暗ければ）調光信号出力部３６は、点灯率を所定値だけ
上げるように照明器具２に対して調光信号を送り、照明器具２の電力を制御する。（ステ
ップＴ７、Ｔ９）
【００１４】
　なお、この時、太陽光８が室内に入っても、この入った明るさに相当する出力電圧を加
味して照度センサ１が現状の室内照度を出力し、この出力結果に基づいて調光信号出力部
３６が照明器具２の電力を制御するため、太陽光８の入室有無に関係なく常に設定値にな
ることは言うまでもない。
【００１５】
　以上説明したように、ステップＴ３からステップＴ９までの動作を繰り返すことにより
、照度設定ボリューム２７で設定された電圧値に、照度センサ１からの出力電圧が近づく
ように、照明器具２の出力電力が制御されるので、室内の明るさは照度設定値の明るさに
維持される。また、照明器具２の照明出力は１００％点灯ではなく、コントローラ３から
調光信号線７を介して照明器具２に送られてくる調光信号に応じた点灯率（５～１００％
点灯）に制御するため、消費電力が節約できる。
【００１６】
　しかしながら、このような従来の照明装置では、後述するように、照度センサからコン
トローラの演算部に出力される照度センサの信号出力電圧が、部屋の環境（室内の間取り
や、室内の色や、材質等による反射率の相違）により変化しても、その変化反射率に対応
した電圧を出力するため、即ち、室内照度が同じ照度でないにも関わらず、反射率の変化
により、同じ照度であると判断して照明器の電力を制御すると言う問題があった。これは
、図１で説明したように照度センサが照度として実際に検出しているものが、照明器具の
光１１や太陽光８が机４や床５で反射した反射光９、１０をも含めて検出しているからで
ある。つまり照明器具からの光１１や太陽光８が一定であっても、机４や床５の色、材質
の変化によって机４や床５の反射率（机上面、床面で観測される光の何％が反射するかを
示す値）が変化すると、その変化に対応して反射光９、１０の強度が変化し、その変化の
影響を受けて、照度センサ１からコントローラ３に送られる照度センサの出力信号電圧が
変化するからである。
【００１７】
　なお、このような反射現象が実際の照明装置に与える影響としては、２つ考えられる。
その１つめの影響としては、反射率が高すぎる場合である。一般的に、照度センサの出力
電圧と照度制御範囲との関係を設計する場合には、照度センサが使用される室内環境を予
想し、ある決められた照度制御範囲内（例えば２０００ｌｘ以下）で、かつ反射率以下（
例えば反射率４０％以下）であれば、照度センサからコントローラに出力される照度信号
電圧値が０～５Ｖの範囲内になるように設定される。しかし、実際の使用環境の反射率が
想定した反射率範囲を超えて高くなった場合（例えば反射率５０％の場合）には、図９に
示すように、実際の室内照度が最大制御照度値（２０００ｌｘ）以下の１８００ｌｘであ
っても、照度センサ１が検出して出力する信号の電圧値が反射光の影響によって最大電圧
５Ｖを出力してしまい、１８００ｌｘ以上の照度制御ができないと言う問題である。
【００１８】
　次に、このような問題が発生する原因について図９を用いて詳細に説明する。なお、こ
の図９は反射率が高すぎる場合の制御照度と照度センサ電圧の関係を示した図で、この図
において、縦軸は照度センサ信号電圧、横軸は照度である。また、この図に示すように、
設計反射率の上限を４０％とした場合は、グラフ線９２に示すように、照度２０００ｌｘ
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で、照度センサからは、丁度５Ｖの信号電圧が出力される。しかし、前述したように、反
射率が５０％になると、グラフ線９３のようになり、２０００ｌｘに達する前に、照度セ
ンサ１の出力信号電圧が５Ｖになってしまい、この５Ｖの電圧を出力する。即ち、室内照
度が１８００～２０００ｌｘの間では、照度センサ１は出力電圧信号として５Ｖを出力し
続けるため、実際の室内照度が１８００ｌｘにも関わらず、コントロ ラ３が２０００ｌ
ｘであると判断して、照明器２の電力を制御する。
【００１９】
　このように、反射率４０％の場合には、照度設定ボリューム２７の設定電圧を４．７５
Ｖにすれば、図９のグラフ線９２からもわかるように、室内照度を１９００ｌｘにできる
。しかし、反射率５０％の場合には、照度設定ボリューム２７の設定電圧をどのように設
定しても、室内照度は１９００ｌｘにならない。これは照度設定電圧をどのように設定し
ても、室内照度が１８００ｌｘ以上では、前述したように、照度センサ１の出力信号電圧
が常に５Ｖを出力するため、室内照度は１８００ｌｘ止まりとなる。つまりコントロ ラ
３は室内照度を０～１８００ｌｘの範囲内で制御するためである。
【００２０】
　次に、２つ目の問題点としては、逆に反射率が低すぎる場合である。前述したように、
照度センサ信号の出力電圧は、０～５Ｖで、その電圧を図８のＡ／Ｄ変換器３２が２５６
段階（０～２５６）のデジタル値に変換し、この変換結果をコントローラ３の演算部３４
へ送信するので、コントローラ３の演算部３４は、照度センサ信号を５／２５６Ｖ単位で
設定電圧と比較して照明器の制御電力を演算する。
【００２１】
　なお、この反射率が低い場合の照度センサの信号電圧と室内照度の関係を図１０に示す
。この図に示されるように、反射率が４０％の場合は、グラフ１０１で、２０００ｌｘで
５Ｖの出力電圧が照度センサ信号としてコントローラのＡ／Ｄ変換器３３に出力される。
この出力された照度センサ信号電圧５ＶをＡ／Ｄ変換器３３が２５６段階に変換するため
、５／２５６Ｖとなる。一方、この２５６段階の電圧に対応して、照度も２０００／２５
６ｌｘ＝７．８ｌｘとなる。従って、７．８ｌｘ単位で室内照度を制御することになる。
また、反射率１０％の場合は、グラフ１０２に示すように、照度センサから出力される信
号電圧が５Ｖとなるのは、室内照度が８０００ｌｘの時であるから、５／２５６Ｖに対応
した照度は、８０００／２５６ｌｘ＝３１ｌｘとなる。従って、室内照度を３１ｌｘ単位
で制御することになる。
【００２２】
　以上説明したように、従来の照明装置では、反射率の変化により、室内照度を７．８ｌ
ｘ単位、または３１ｌｘの単位で制御するようになる。なお、３１ｌｘ照度単位で照明器
の電力を制御すると、急に暗くなったり、明るくなったりする。
【００２３】
　従って、このような現象を避けるために、従来の照明装置には、図７に示すように、増
幅率切換スイッチ７３が設けられており、この増幅率切換スイッチ７３を使用者が反射率
の変化に応じて操作し、照度センサの増幅器７１の増幅率を変えて、その反射率（この例
では４０％）に対応した照度センサの出力信号電圧と照度値との関係を再設定し直して、
最適な照度単位で制御することになる。
【００２４】
　以下に、再設定以降の動作について説明する。まず、増幅率切換スイッチ７３を操作し
、照度センサ１を駆動する電圧を出力する電源切換部７４から、例えば８Ｖまたは１２Ｖ
のいずれかが出力され、センサ電源線２０を介して増幅率切換部７２に送られる。なお、
この時、増幅率切換部７２に、例えば８Ｖが送られた時は、反射率４０％において１００
０ｌｘで５Ｖを出力する基準とした増幅率（割合）で電力を制御し、また、１２Ｖが送ら
れた時は、反射率４０％において、３０００ ｘで５Ｖを出力する基準とした増幅率で制
御するようにしておくと。これらの基準値を基にして各反射率に応じて照明器の電力を制
御するようになるため、例えば、８Ｖにセットした時は、反射率が１０～３０％の範囲で
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変化しても、最適な照度単位で制御するようになる。また、１２Ｖにセットした時は、反
射率が３０～５０％の範囲で変化しても、最適な照度単位で制御するようになる。このよ
うに増幅率を切り換えて、従来の照明装置は、反射率１０～５０％の範囲を最適な照度単
位で制御できるようにしている。
【００２５】
【発明が解決しようとする課題】
　以上のようにな従来の照明装置では、室内の各壁面や調度品の各反射率に応じて照度セ
ンサの増幅率を使用者が切り換えなければ、１０ｌｘ以下の最適な照度単位で制御できな
いと言う問題点があった。また、部屋の中が白色系なら設定Ａ（８Ｖ）、濃色系なら設定
Ｂ（１２Ｖ）と取り扱い説明書に記載したり、切換部に表示したりしなければならないと
言う問題点があった。
【００２６】
この発明は、以上のような問題点を解決するためになされたもので、人手を介することな
く、簡単に最適な照度単位で制御する信頼性が高く、使い勝手の良い照明装置を得ること
を目的とする。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
　

【００２８】
　

【００２９】
　

【００３０】
　また、前記増幅器制御部が、前記照度センサに設けられたものである。
【００３１】
　

【００３２】
　また、前記調整モード信号が、照度センサの駆動電圧であるものである。
【００３３】
　

【００３４】
　また、前記調整モード信号に基づいて調整表示をする したものである。
【００３５】
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この発明に関わる照明装置においては、室内に設けられた照明器と、室内の明るさを検
出する照度センサと、この照度センサの出力電圧が予め設定された基準出力電圧に近づく
ように、前記照度センサの出力電圧の増幅率を調整する増幅器制御部と、前記増幅率の調
整時に所定の電力で前記照明器を点灯するとともに、調整後の照度センサの出力電圧に基
づき前記照明器の電力を制御する調光信号出力部とを備えたものである。

また、室内に設けられた照明器と、室内の明るさを検出する照度センサと、この照度セ
ンサの検出結果を増幅する増幅器と、この増幅器から出力される出力信号に基づいて照明
器の電力を制御する調光信号出力部と、前記増幅器の増幅率を調整する増幅器制御部と、
調整モード信号を出力する動作モード制御部とを具備し、前記動作モード制御部から出力
される調整モード信号に応じて、前記調光信号出力部は前記照明器の電力が所定の電力と
なるように制御し、前記増幅器制御部は前記増幅器の出力が予め設定された基準出力電圧
に近づくように増幅率を調整するものである。

また、前記照度センサを複数備え、前記動作モード制御部から出力される調整モード信
号に応じて前記複数の照度センサのそれぞれに対応する増幅器の増幅率を調整するもので
ある。

また、前記増幅器の出力と予め設定された基準値とを前記動作モード制御部で比較し、
異なるときには調整モード信号を前記増幅器制御部へ出力し、前記増幅器制御部は前記増
幅器の出力が予め設定された基準値に近づくように前記増幅器の増幅率を調整するもので
ある。

また、電源投入したときに、前記照度センサの出力電圧の増幅率を調整するものである
。

表示部を具備

また、照明器により室内を所定の明るさにするステップと、照度センサが前記所定の明



【００３６】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．図２は本発明の照明装置の実施の形態１におけるコントローラと照度セン
サの接続関係を示した図であり、この図に示されるように、照度センサ１ｂは、２２は室
内の明るさ（照明器の照度）を電圧信号に変換して出力するフォトダイオ ド２２と、こ
のフォトダイオ ド２２の出力電圧を増幅する増幅器２３と、この増幅器２３の増幅率を
変える増幅器制御部とで構成されている。また、コントローラ３ｂは、運転又は調整のい
ずれかの信号を後述する通常運転機能部２８の調光信号選択部３５及び電源切換部２６を
介してセンサの増幅器制御部２４へ送信する動作モード制御部２５と、この動作モード制
御部２５からの動作モ ド信号である運転・調整モ ド信号に基づいて、調整信号が出力
されている時は調整信号であり、センサ駆動電圧となる例えば８Ｖを、また、運転信号が
出力されている時は運転信号であり、センサ駆動電圧となる例えば１２Ｖを、センサ電源
線２０を介して照度センサ１ｂの増幅器制御部２４へ送信する電源切換部と、照度センサ
１ｂからの出力信号電圧と照度設定ボリューム２７の設定電圧とを比較して照明器２の電
力を制御する 運転機能部２８と、で構成されている。
【００３７】
　また、この 運転機能部２８は、図３の通常運転機能部のブロック図に示すように、
照度センサ１ｂからの電圧信号３１を２５６段階のデジタル値に変換する 変換器３
２と、照度設定ボリューム２７の設定電圧を２５６段階のデジタル値に変換する 変
換器３３と、これらの 変換器３２、３３が変換した結果を比較演算する演算部３４
と、前述の動作モード制御部２５からの送信信号に基づいて、調整信号が送信された時は
、所定の電力（例えば８０％の電力）を出力するように、運転信号が送信された時は、演
算部３４の演算結果を出力するように指示する調光信号選択部３５と、この調光信号選択
部３５の指示結果に基づいて照明器２の電力を制御する調光 出力部３６と、を具備し
ている。
【００３８】
　なお、コントローラ、照度センサ、及び照明器具の各接続配線は従来の技術で説明した
通りであり、説明を割愛する。
【００３９】
　次に、このように構成された本発明の実施の形態１の動作について、図４を用いて説明
する。なお、この図４は本発明の実施の形態１における照度制御装置のフローチャート図
である。
【００４０】
　まず、太陽光が入らない状態で、電源が投入されると、コントロ ラの動作モード制御
部２５は調整信号である８Ｖを、通常運転機能部２８内の調光信号選択部３５へ送信する
。この送信信号に基づいて調光信号選択部３５は、定格電力の８０％で照明器２を点灯さ
せる調整信号を調光信号出力部３６へ送信する。これにより、調光信号出力部３６は照明
器２の電力を制御するので、室内は８０％相当の明るさになる。（ステップＳ１、Ｓ２）
【００４１】
　次に、照度センサ１ｂは、この明るさに相当する照度センサ信号Ｍである照度信号電圧
をセンサ信号線６を介してコントローラの動作モード制御部２５に出力する。（ステップ
Ｓ３）
【００４２】
　次に、動作モード制御部２５は、照度センサ１ｂからの照度センサ信号Ｍを読み込み。
（ステップＳ４）
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るさに応じた電圧信号を出力するステップと、増幅器制御部が前記所定の明るさに応じた
前記照度センサの出力電圧と基準出力電圧との比較結果に基づき前記照度センサの出力電
圧の増幅率を調整するステップと、調光信号出力部が前記増幅器制御部による調整後の照
度センサの出力電圧に基づき前記照明器の電力を制御するステップとを有する照明装置の
制御方法に関するものである。

ー
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この読み込んだ照度センサ信号Ｍと予め設定された基準出力電圧信号（３Ｖ）とを比較し
、この比較結果で、照度センサ信号Ｍと設定基準電圧信号（３Ｖ）との差が無ければ、即
ち、同じであれば、センサの増幅器制御部２４及び調光信号選択部３５へ調整完了信号（
通常運転信号）である１２Ｖを送信するステップ１１に移る。しかし、この比較結果で、
照度センサ信号Ｍと設定基準電圧信号（３Ｖ）とに差が有れば、センサの増幅器制御部２
４及び調光信号選択部３５へ調整信号である８Ｖを送信するステップ６に移る。（ステッ
プＳ５）
【００４３】
　次に、ステップ６に移って上記内容が処理されると、次のステップＳ７では、この送信
された調整信号である８Ｖに基づいて、コントロ ラが照明器の定格電力８０％の明るさ
を維持しながら、一方、センサの増幅器制御部２４は照度センサ信号Ｍと設定基準電圧信
号（３Ｖ）との差、又は大小を比較する。この比較結果で、照度センサ信号Ｍが設定基準
電圧信号（３Ｖ）より大きい時には、ステップＳ９に移り、小さい時にはステップＳ８に
移る。
【００４４】
　次に、ステップＳ８に移ると、増幅器制御部２４が照度センサ出力信号の増幅率を所定
値だけ上げて、その後ステップＳ３に戻る。また、ステップＳ９に移ると、照度センサ出
力信号の増幅率を所定値だけ下げて、その後ステップＳ３に戻る。このようなステップＳ
３からＳ９までの繰り返しにより、照度センサ１の出力信号を徐々に３Ｖに近づけていき
、ステップＳ５からステップＳ１１（調整完了後の動作）に移るようにする。
【００４５】
　なお、前述のステップＳ５からステップＳ１１に移ると、センサの増幅器制御部２４及
び調光信号選択部３５へ調整完了信号（通常運転信号）である１２Ｖが送信されるので、
調光信号選択部３５は調光信号出力部３６に８０％電力の出力解除命令を送ると共に、調
光信号選択部３５は演算部３４の演算結果に応じた調光信号を調光信号出力部３６に出力
するようになる。即ち、図５のフローチャートに示した通常運転制御を開始する。（ステ
ップＳ１２ ,Ｓ１３）
【００４６】
　なお、この説明では、センサ信号線６等にのったノイズの増幅を避けて調整の信頼性を
向上させるため、増幅器制御部２４を照度センサに設けたが、ノイズ対策をすれば、コン
トロ ラ内に設けても良いことは言うまでもない。
【００４７】
　また、設定基準出力電圧（３Ｖ）にある幅を持たせ、設定基準出力電圧範囲（例えば２
．９～３．１Ｖ）として判断するようにすれば、調整時間が短くなり、スピ ディに調整
できるようなることは、自明である。
【００４８】
　また、照度センサ信号Ｍと設定基準電圧信号（３Ｖ）との差に応じて、増幅率を変える
ようにすると、調整時間が短くなり、スピ ディに調整できるようなることは、自明であ
る。
【００４９】
　また、調整モード信号が、照度センサの駆動電圧であるので、調整モード信号を送信す
る専用配線が不要となる。
【００５０】
　また、調整運転から通常運転に入ったら、調整運転から通常運転になったことを示す表
示ランプ（図２中の２９）を点灯するようにすると、運転状態がすぐに分かる使い勝手の
良い照明装置が得られる。
【００５１】
　以上説明したように、この発明では、コントロ ラの動作モード制御部が電源投入によ
り調整モード信号を運転機能部へ送信し、この送信結果に基づいて運転機能部が照明器の
電力を所定値に制御し、この制御結果における照度センサからの出力電圧と予め設定され
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た基準出力電圧範囲とを増幅器制御部が比較して照度センサの出力電圧を調整してから、
コントロ ラが照度センサの出力電圧に基づいて照明器の電力を制御するので、室内の床
や壁等の反射面の反射率が色、材質等により変化しても、この変化した反射率に対応して
室内の照度を精度良く制御する信頼性が高く、使い勝手の良い照明装置が得られる。
【００５２】
　実施の形態２ 図６は、この発明の実施の形態２における概略構成図であり、この図に
示したように、この実施の形態２においては、１台のコントローラ３ｂで、各部屋に設け
られた各照度センサ１ｂ，１ｃからの信号に基づいて各部屋の照明器２の電力を制御し、
各部屋の明るさを制御するものである。
【００５３】
　次に、この制御動作について説明する。まず、コントローラ３ｂは各照度センサ１ｂ、
１ｃからセンサ信号線６、６６を介して送られてくる照度センサ信号を所定時間毎（例え
ば、３秒間隔毎）にそれぞれ交互に読みとる。
【００５４】
　次に、この交互読みとりのタイミン をずらした間に、コントローラ３ｂはそれぞれの
照度センサ１ｂ、１ｃの出力信号電圧を調整する。即ち、実施の形態１で説明したと同じ
一連の調整動作をする。その後、その調整後のセンサ出力電圧と設定ボリューム値に基づ
いて各部屋内の照明器２、６２の電力をそれぞれ制御し、各部屋 を制御する。
【００５５】
　なお、このように交互に読みとって各部屋の明るさを制御する時は、各部屋の明るさは
次の照度センサの出力電圧を読みとるまで、前の明るさを維持する手段を有しているのは
言うまでもない。
【００５６】
　即ち、コントローラ３ｂは第１の部屋の照度センサ１ｂからの照度センサ信号に応じた
ＰＷＭ信号を調光信号線７を介して照明器具２に出力して照明器具２の電力を制御し、ま
た同様に、第２の部屋の照度センサ１ｃからの照度センサ信号に応じたＰＷＭ信号を調光
信号線６６を介して照明器具６２に出力して照明器具６２の電力を制御する。
【００５７】
　なお、この実施の形態２では、部屋の数を２つで説明したが、２つ以上の部屋でも制御
できることは言うまでもない。
【００５８】
　また、このようにすると、１台のコントローラで複数の部屋の明るさを制御できるよう
になるので、少ない構成部品で最適な室内照度を維持する経済的で、信頼性の高い照明装
置が得られる。
【００５９】
【発明の効果】
　この発明は、以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する
。
【００６０】
　

【００６１】
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ー

．

グ

の明るさ

室内に設けられた照明器と、室内の明るさを検出する照度センサと、この照度センサの
出力電圧が予め設定された基準出力電圧に近づくように、前記照度センサの出力電圧の増
幅率を調整する増幅器制御部と、前記増幅率の調整時に所定の電力で前記照明器を点灯す
るとともに、調整後の照度センサの出力電圧に基づき前記照明器の電力を制御する調光信
号出力部とを備えたので、室内の床や壁等の反射面の反射率が色、材質等により変化して
も、この変化した反射面に対応して室内の照度を精度良く制御する信頼性が高く、使い勝
手の良い照明装置が得られる。

また、室内に設けられた照明器と、室内の明るさを検出する照度センサと、この照度セ
ンサの検出結果を増幅する増幅器と、この増幅器から出力される出力信号に基づいて照明
器の電力を制御する調光信号出力部と、前記増幅器の増幅率を調整する増幅器制御部と、



【００６２】

【００６３】
　また、増幅器制御部が、照度センサに設けられたので、センサ信号線等 ノイ
ズが増幅されて出力されないため、更に精度良く最適な室内照度を維持する信頼性の高い
照明装置が得られる。
【００６４】
　

【００６５】
　また、調整モード信号が、照度センサの駆動電圧であるので、調整モード信号を送信す
る専用配線を不要とした経済的な照明装置が得られる。
【００６６】
　

【００６７】
　また、調光モード信号に基づいて調整運転表示をする表示部を具備したので、運転状態
がすぐに分かる使い勝手のよい照明装置が得られる。
【００６８】
　

【図面の簡単な説明】
【図１】　照明装置を示す図である。
【図２】　本発明のコントローラと照度センサを示したものである。
【図３】　本発明のコントローラにおける通常運転機能部のブロック図である。
【図４】　本発明の照度センサ増幅率の調整動作を示すフローチャートである
【図５】　本発明及び従来の照明装置の制御動作を示すフローチャートである。
【図６】　本発明の実施の形態２における照明装置を２部屋に適用した場合の概略構成図
である。
【図７】　従来の照明装置における照度センサとコントローラとの関係を示した図である
。
【図８】　従来の照明装置における通常運転機能部のブロック図である。
【図９】　反射率が高すぎる場合の照度と照度センサ信号との関係を示したグラフである
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調整モード信号を出力する動作モード制御部とを具備し、前記動作モード制御部から出力
される調整モード信号に応じて、前記調光信号出力部は前記照明器の電力が所定の電力と
なるように制御し、前記増幅器制御部は前記増幅器の出力が予め設定された基準出力電圧
に近づくように増幅率を調整するので、室内の床や壁等の反射面の反射率が色、材質等に
より変化しても、この変化した反射面に対応して室内の照度を精度良く制御する信頼性が
高く、使い勝手の良い照明装置が得られる。

　また、照度センサを複数備え、動作モード制御部から出力される調整モード信号に応じ
て複数の照度センサのそれぞれに対応する増幅器の増幅率を調整するので、少ない構成部
品で最適な室内照度を維持する経済的で、信頼性の高い照明装置が得られる。

に重畳した

また、増幅器の出力と予め設定された基準値とを動作モード制御部で比較し、異なると
きには調整モード信号を前記増幅器制御部へ出力し、増幅器制御部は増幅器の出力が予め
設定された基準値に近づくように前記増幅器の増幅率を調整するので、室内の床や壁等の
反射面の反射率が色、材質等により変化しても、この変化した反射面に対応して室内の照
度を精度良く制御する信頼性が高く、使い勝手の良い照明装置が得られる。

また、電源投入したときに前記照度センサの出力電圧の増幅率を調整するので、室内の
床や壁等の反射面の反射率が色、材質等により変化しても、この変化した反射率に対応し
て室内の照度を精度良く制御する信頼性が高く、使い勝手の良い照明装置が得られる。

また、照明器により室内を所定の明るさにするステップと、照度センサが前記所定の明
るさに応じた電圧信号を出力するステップと、増幅器制御部が前記所定の明るさに応じた
前記照度センサの出力電圧と基準出力電圧との比較結果に基づき前記照度センサの出力電
圧の増幅率を調整するステップと、調光信号出力部が前記増幅器制御部による調整後の照
度センサの出力電圧に基づき前記照明器の電力を制御するステップとを有するので、室内
の床や壁等の反射面の反射率が色、材質等により変化しても、この変化した反射率に対応
して室内の照度を精度良く制御する信頼性が高く、使い勝手の良い照明装置が得られる。



。
【図１０】　反射率が低すぎる場合の照度と照度センサ信号との関係を示したグラフであ
る。
【図１１】　ＰＷＭ信号の波形図である。
【符号の説明】
　　　１：照度センサ　　　　　　　　　　１ａ：照度センサ（従来例）
　　１ｂ：照度センサ（発明例）　　　　　　２：照明器具
　　　３：コントローラ　　　　　　　　　３ａ：コントローラ（従来例）
　　３ｂ：コントローラ（発明例）　　　　　４：机
　　　５：床　　　　　　　　　　　　　　　６：センサ信号線
　　　７：窓　　　　　　　　　　　　　　　８：太陽光
　　　９：反射光　　　　　　　　　　　　１０：反射光
　　１１：照明器具からの光　　　　　　　１２：照度計
　　２０：センサ電源線　　　　　　　　　２１：ＧＮＤ線
　　２２：フォトダイオード　　　　　　　２３：増幅器
　　２４：増幅器制御部　　　　　　　　　２５：動作モード制御部
　　２６：電源切換部　　　　　　　　　　２７：照度設定ボリューム
　　２８：通常運転機能部　　　　　　　　２９：表示ランプ
　　３１：照度センサ信号　　　　　　　　３２：Ａ／Ｄ変換器
　　３３：Ａ／Ｄ変換器　　　　　　　　　３４：演算部
　　３５：調光信号選択部　　　　　　　　３６：調光信号出力部
　　３７：照明器具電源　　　　　　　　　６１：照度センサ
　　６２：照明器具　　　　　　　　　　　６３：机
　　６４：床　　　　　　　　　　　　　　６５：センサ信号線
　　６６：調光信号線　　　　　　　　　　７１：増幅器
　　７２：増幅率切換部　　　　　　　　　７３：増幅率切換スイッチ
　　７４：電源切換部　　　　　　　　　　７５：通常運転機能部
　　９１：目標照度　　　　　　　　　　　９２：反射率４０％のグラフ
　　９３：反射率５０％のグラフ　　　　１０１：反射率４０％のグラフ
　１０２：反射率１０％のグラフ　　　　１０３：反射率２０％のグラフ
　１１１：パルス波形　　　　　　　　　１１２：パルス波形
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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